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計画進捗管理シート

企画課

　LGBTQ＋おしゃべりサロンを実施
した。

　参加者数を増やすため広報や
実施内容の見直しを行う。

中野区区民意識・実態調査

実績把握頻度 毎年度

2 虐待の通報・届出に対応できた割合

計画策定時
令和４年度

（2022年度）

現状値
令和６年度

（2024年度）

目標値
令和１０年度

（20２８年度）

100% 100%100%

実績把握頻度 毎年度

データ出典 中野区資料

自己評価：　〇 　性的マイノリティに関する理解
促進を図る啓発事業を実施して
いく。　

　引き続き、人権・多様性の理解
を深める事業を周知等改善を図
りながら実施していく。

・人権啓発講演会を実施した。

・北朝鮮拉致問題啓発映画上映会を
実施した。

■職員向け人権研修の実施　（掲載ページ：P４０）

取組内容

区民の人権や財産が守られ、自分らしく暮らすことができる社会が実現しています。

成果指標

1
国籍や文化、年齢、障害、性別などが異なる多様な人々が暮らす中
で、人権や価値観が尊重されていると思う区民の割合

計画策定時
令和４年度

（2022年度）

現状値
令和６年度

（2024年度）

　性的マイノリティ専門相談窓口の普及啓発を
強化するとともに、ＳＮＳを利用するなど、相談
しやすい環境の整備を検討します。

■相談環境の充実　（掲載ページ：P４０）

取組内容

■性的マイノリティに関する理解の促進　（掲載ページ：P４０）

主な取組

■多様性を認め合う気運の醸成　（掲載ページ：P４０）

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　区民等が国籍、人種、民族や文化、年齢や世
代、障害、性別、性自認その他これらの複合的
な要因による差別を受けることなく、あらゆる
場面において個性や能力を発揮できる地域社
会の実現に向けた取組を進めていきます。

企画課 自己評価：　〇

計画名称 地域福祉計画

施策 １　人権の尊重と権利擁護の推進

目標値
令和１０年度

（20２８年度）

48.2% 66%44.6%

データ出典

目指すべき状態

所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　同和問題、性的マイノリティへの差別、女性や
障害者、外国人等の様々な人権課題について、
職員向けの研修を実施します。

職員課 自己評価：　〇 　引き続き、様々な人権課題を
テーマに職員研修を実施しいく。

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　区民や事業所に対し、多様な性に関する理解
促進を図るため、パートナーシップ宣誓制度及
び区民向け講座を実施します。
　また、世代を問わず、理解促進を図るため、高
齢層に向けたアプローチについて検討します。

企画課

・性的マイノリティ区民講座を実施し
た。

・中野区パートナーシップ宣誓を実施
した。

　主任昇任者等を対象にeラーニング
研修を実施した。

所管

自己評価：　〇

令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題
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（２）児童相談所、すこやか福祉センター、学校、
児童館、保育園、幼稚園など要保護児童対策地
域協議会を構成する関係機関との連携を強化
し、児童虐待の未然防止や早期発見を図るとと
もに、迅速で適切な対応を行います。

（１）家庭や学校、地域等の社会全般にわたり、
児童虐待問題に対する深い関心と理解を得る
ことができるよう、児童虐待防止のための広
報・啓発活動など様々な取組を行います。

子ども・若者相談課
児童福祉課 【子ども・若者相談課】

・11月に児童虐待防止推進キャン
ペーンを実施し、ポスターやチラシの
配布を行った。

・要保護児童対策地域協議会の構成
機関向けの研修を4回実施し、構成機
関の支援力の向上と連携体制の強化
を図った。

【児童福祉課】
　関係機関と連携し、関係機関等から
の通告受付後、速やかに子どもや保
護者に支援を開始することができて
いる。

【子ども・若者相談課】
　引き続き、関係機関の連携強
化及び構成機関の支援力の向上
を図っていく。

【児童福祉課】
　社会的養育推進計画に基づ
き、子どもの安定した生活環境
の永続性を保障し、子どもが心
身ともにすこやかに養育される
よう、それぞれの関係機関と連
携して支援を行っていく。

■子どもの虐待防止施策の充実　（掲載ページ：P４１）

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

すこやか福祉センター 自己評価：　〇 ・こども家庭センターとして虐待
の未然防止に向けたより一層の
取り組みを進めるため、児童相
談所等と連携した職員の育成及
び体制の強化を図っていくこと
が必要である。

・児童館をはじめとした関係機関
との一層の連携を図ることで、
必要な支援を組み立て、虐待の
兆候を芽のうち摘むための体制
強化が必要である。

・児童虐待の未然防止を目指し、国制
度によるこども家庭センターを4月に
立ち上げ、HPやチラシで周知を図る
とともに、地区懇談会等でその役割
について説明し、虐待予防に向けた
区の取り組みに対する協力を依頼し
た。

・児童館を含めた所内での支援検討
会議を実施し、関係する機関と情報
共有をしながら養育支援ケースへの
迅速・適切な支援を行った。

・養育支援ケースを適切に支援するた
め、子ども・若者支援センターとの進
行管理会議を定期的に行った。

・区内４か所のこども家庭センター統
括支援員による合同ケース会議を開
催し、ケース事例を共有することで
ケースワークの平準化及びスキルの
向上等を図った。

自己評価：　〇

令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

（１）精神科医、弁護士等の専門職や関係機関と
連携を深め、虐待防止研修の実施及び各種研
修への参加促進等により、虐待対応に関わる職
員のスキルアップを図ります。

取組内容

（２）高齢者及び障害者の虐待対応を迅速かつ
適切に行うため、虐待対応マニュアルの共有化
を図るとともに、地域包括支援センターや関係
機関との連携を強化します。

自己評価：　〇 　中野区高齢者・障害者虐待対
応連絡会での事例検証をさらに
進め、職員全体の虐待対応の強
化を図る必要がある。

　虐待対応を円滑に行うため、事例が
発生した際には、地域包括支援セン
ターとともにマニュアルの確認を行
い、共有化が図られている。

福祉推進課 自己評価：　〇 　精神科医、弁護士及び関係機
関と連携した虐待防止研修を継
続するとともに、各種研修に参
加して、職員の虐待対応力を向
上させる。

・精神科医、弁護士及び関係機関と連
携して、虐待防止研修を実施した。

・各種研修へ積極的に参加して、職員
の虐待対応力を高めた。

障害福祉課 自己評価：　〇 　今後も、虐待対応に関わる職員
のスキルアップを図り、状況に応
じてすこやか障害者相談支援事
業所や関係機関と中野区障害者
虐待対応マニュアルを改訂し共
有していく。

すこやか福祉センター（３）高齢者虐待の防止に関するリーフレットや
セルフチェックリスト等の作成・配布により、地
域における高齢者の人権を擁護するための気
運を醸成します。
　高齢者虐待の未然防止や早期発見につなげ
るため、日頃から高齢者と関わりを持っている
民生委員との連携について検討します。

・障害福祉人材育成研修の中で区民
を含めた障害者虐待防止研修を実施
し、参加職員のスキルアップを図っ
た。

・関係機関に対して、令和６年３月に
改訂した中野区障害者虐待対応マ
ニュアルの配布を行い、虐待にあたる
内容の確認や発生時の対応について
理解を深めた。

■高齢者・障害者の虐待防止施策の充実　（掲載ページ：P４０、４１）

所管
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【福祉推進課】
　成年後見制度連携推進協議会を開
催し、関係団体等で課題の共有、連携
等について協議するとともに、成年後
見等支援検討会議を開催し、具体的
な案件の支援方針や適切な後見人候
補者などについて検討を行った。ま
た成年後見制度の説明会や出前勉強
会等の実施により普及啓発を図っ
た。

【障害福祉課】
　障害者本人に身寄りのいない場合
など、必要に応じて区長申し立てに係
る調査を実施し、成年後見制度の審
判請求申立を実施した。

【すこやか福祉センター】
　地域における相談支援機関として、
関係機関と連携しながら伴走型の支
援を実施した。

福祉推進課
障害福祉課
すこやか福祉センター

【福祉推進課】
　判断能力の低下により権利擁
護支援が必要と思われるが、ま
だ福祉サービスや成年後見制度
につながっていない方が、より
円滑につながるよう、関係機関、
団体、事業所等の連携及び普及
啓発を強化する。

【障害福祉課】
　障害の理解促進については、
様々な方が広く参加できるよう
取組内容を引き続き検討する必
要がある。

【すこやか福祉センター】
　支援が必要な区民に対し、適切
な関係機関等につなぎ、必要な
支援を組み立てることで地域で
の生活を支えていく。

障害福祉課
すこやか福祉センター

自己評価：　〇

【障害福祉課】
　区内民間事業者、区民向け事業とし
て、「障害理解促進ワークショップ」を
実施し、差別や合理的配慮について
考える機会を創出した。さらに、採用
２年目職員及び管理職候補者を対象
に、同内容の研修を実施し、中野区職
員における差別解消の推進に係る意
識の醸成を図った。

【すこやか福祉センター】
　講座等の開催や個別支援を通じて、
様々な障害の特性などへの理解促進
を図った。

【障害福祉課】
　障害の理解促進については、
様々な方が広く参加できるよう
取組内容を引き続き検討する必
要がある。

【すこやか福祉センター】
　多様な障害の特性や合理的配
慮について、さらなる理解促進
を進めていく必要がある。

（２）多様な障害の特性や合理的配慮について
の理解促進を目的とした、区民向け講演会や意
見交換会等を実施し、障害者に対する差別の解
消を図ります。

■高齢者・障害者の権利に関する施策の充実　（掲載ページ：P４１）

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

自己評価：　〇

今後の課題

（１）判断能力が十分でない区民の権利を擁護
するため、権利擁護サービスや成年後見制度を
必要とする人の発見・相談対応、適切な後見人
等候補者の選任支援、後見人等の支援、サービ
スや制度の普及啓発を総合的に推進します。

自己評価：　〇（１）子どもの育ちを地域全体で支えるととも
に、すべての人が子どもの権利を理解し、それ
ぞれの生活・活動の中に子どもの権利の視点が
取り入れられている状態を目指し、子どもの権
利に関する条例に基づく取組を推進します。

（２）子どもの権利侵害に関する相談に対して助
言・支援を行うとともに、必要に応じて権利侵
害の状況の調査や関係機関への調整等を行
い、速やかな救済及び子どもの権利の保障を
図ります。
　運営にあたり、相談しやすい環境や雰囲気づ
くりを行い、子どもが相談しやすい相談
手法について検討します。

■子どもの権利に関する施策の充実　（掲載ページ：P４１、４２）

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

子ども・教育政策課

子ども・教育政策課

・地区委員会など子どもに関する活
動を行う区民に対し、子どもの権利に
関する研修を実施した。

・リーフレットを作成・配布し、児童・生
徒や保護者に「中野区子ども権利に
関する条例」を周知した。

・「子どもの意見表明・参加に関する
手引き」を作成し、庁内各所管への周
知及び区HPに公開し、広く子どもの
権利に関する取組を促進した。

・「中野区子どもの権利委員会」を開
催し、区の子どもの権利の保障の状
況について検証を行っている。

　子どもが簡単に相談できるよう、区
立学校の学習用端末に相談入力
フォームが立ち上がるアイコンを設定
する準備を行った。（令和７（2025)
年4月から稼働）

自己評価：　〇

　研修を行う地域や対象を拡大
していく必要がある。

　相談手法の拡充は進んだの
で、今後は相談に対する子ども
の心理的なハードルを下げるた
めの雰囲気づくりに取り組んで
いく必要がある。
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文化振興・多文化共生
推進課

文化振興・多文化共生
推進課

文化振興・多文化共生
推進課
各窓口所管課

・もみじ山文化センター本館アトリエ
ZEROにおける文化交流事業を実施
した。

・区民と外国人住民との交流事業に
対する補助を実施した。

・大学と連携した交流事業を共催実
施した。

・自治会、NPO法人と連携した交流イ
ベントを実施した。

・外国人の観光情報発信事業（観光レ
ポーター）に参画した。

・地域イベント・交流事業への参加促
進を実施した。

自己評価：　〇

・やさしい日本語普及啓発事業を実
施した。

・多言語AI通訳システムを充実した。

・地域における日本語教室に対する補
助を実施した。

・児童・生徒の習熟度に合わせた日本
語学習支援に対する補助を実施し
た。

・オンライン日本語教室の実施検討を
した。

・外国人向け相談会を実施した。

・行政文書の多言語化の状況を把握
した。

・区内大学等と連携した外国人住民
等との意見交換を実施した。

上記(1)(2)の取組にあたり、庁内連
携、国際交流協会への支援、関係団体
との連携を図った。

自己評価：　〇

自己評価：　〇（１）多文化共生意識の醸成を図るため、異文化
に触れる交流イベントを積極的に開催するな
ど、外国人の文化や生活習慣への理解を深め
る機会を充実します。
　また、外国人が地域の一員として地域社会に
参画しやすい環境を整備します。
　さらに、ＮＰＯ法人等の外国人支援団体と連
携しながら外国人のニーズ把握に努め、それら
を踏まえた取組を検討します。

　区内の外国人人口は、令和７
（２０２５）年１月時点で２万４千人
を超えて過去最高となっており、
今後も増加が見込まれる。現状
の取組を進めるだけでは、対応
しきれなくなる懸念もあること
から、外国人のニーズを踏まえ、
より効果的に多文化共生の取組
を進める必要がある。

（２）外国人が、言語や習慣の違いにとらわれず
不自由なく生活できるよう、行政手続や窓口等
における多言語化を推進します。
　また、外国人とコミュニケーションを取る際に
有効であるやさしい日本語の活用及び普及啓
発を図るなど、地域においても日本語学習の機
会を充実させ、言語によるコミュニケーション
の円滑化に向けた環境を整備します。

（３）多文化共生の取組を一体的に進めていく
ために、庁内との連携を強化するとともに、中
野区国際交流協会がより効果的に多文化共生
事業を実施できるよう支援します。
　また、町会・自治会や区内大学などの関係団
体と情報共有や連携事業の検討を進めま
す。

■多文化共生社会の推進　（掲載ページ：P４２）

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題
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計画進捗管理シート

地域福祉計画

ユニバーサルデザインの理解が進み、安全・安心に生活できるまちづくりが進んでいます。

成果指標

1 ユニバーサルデザインの認知度

データ出典 中野区区民意識・実態調査

実績把握頻度 毎年度

計画策定時
令和４年度

（2022年度）

現状値
令和６年度

（2024年度）

目標値
令和１０年度

（20２８年度）

■バリアフリー・ユニバーサルデザインのまちづくり　（掲載ページ：P４５）

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

自己評価：　〇

【都市計画課】
　「中野区バリアフリー基本構想」で設
定している重点整備地区（７地区）に
おける特定事業について、各事業主
体による整備が推進されている。

【中野駅周辺まちづくり】
・中野駅西側南北通路・橋上駅舎の本
体工事について、供用開始に向け順
調に進捗している。

・中野駅周辺各地区の開発と連携し
た駅前広場や歩行者デッキの整備に
向け、設計業務や整備手法検討、整備
工事を進めた。

【都市計画課】
　現行の「中野区バリアフリー基
本構想」の目標年次が令和7
（2025）年度のため、現在、改
定に向けた検討を進めている。
改定に向けては、法改正等も踏
まえた内容や取組に更新してい
くことが必要となる。

【中野駅周辺まちづくり】
　各地区の進捗調整や計画的な
事業の進捗を図るとともに、工
事期間中等の駅周辺歩行者や利
用者の利便性及び安全性を確保
する。

都市計画課
中野駅周辺まちづくり
課

計画名称

（１）中野区バリアフリー基本構想の「重点整備
地区における施設別のバリアフリー化の方針」
に基づき、障害者や高齢者をはじめ、すべての
人が使いやすいよう配慮された施設を誘導し
ます。

■ユニバーサルデザインの普及啓発・施策改善　（掲載ページ：P４５）

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　ユニバーサルデザインの考え方を地域に根付
かせていくために、区民等に対する普及啓発イ
ベント、ユニバーサルデザインサポーター養成事
業や区職員への研修等によって意識の醸成を
図るとともに、ユニバーサルデザイン視点での
施策の段階的・継続的な改善を図ります。

企画課 自己評価：　〇 　引き続きユニバーサルデザイン
の考え方を地域に根付かせてい
くため、周知方法等の改善を図
りながら事業を実施していく。

・ユニバーサルデザイン普及啓発パネ
ル展を実施した。

・ユニバーサルデザインサポーター養
成講座を実施した。

・ユニバーサルマナー研修を実施し
た。

主な取組

2 区内移動の快適性に関する満足度

中野区区民意識・実態調査

実績把握頻度 毎年度

計画策定時
令和４年度

（2022年度）

データ出典

施策

現状値
令和６年度

（2024年度）

目標値
令和１０年度

（20２８年度）

61.2% 68%59.8%

２　暮らしやすい生活環境の整備

60.7% 75%73.9%

目指すべき状態

自己評価：　〇（２）中野駅周辺では、まちの利便性・回遊性の
向上、交通結節点としての機能強化を図るた
め、各地区の開発と連携した駅前広場や歩行者
デッキ、滞留空間の整備により、安全で快適な
歩行者優先・公共交通指向のまちづくりを進め
ます。

交通政策課
道路建設課 【交通政策課】

　新たな公共交通サービス導入のた
めの実証運行を実施した。

【道路建設課】
・鷺宮2丁目地区で道路のバリアフ
リー化工事を実施した。

・新井及び鷺宮区民活動センター前に
ある路側帯のカラー化を実施した。

【交通政策課】
　令和６（２０２４）年度に実施し
た実証運行の分析・効果検証を
踏まえ、改善等の検討をしなが
ら取組を進める。

【道路建設課】
　令和７（2025）年度改定予定
の中野区バリアフリー基本構想
と整合をとりながら、道路のバリ
アフリー化を進めていく。
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所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

自己評価：　〇

【地域活動推進課】
・「災害時個別避難支援計画書」の作
成を進め、2,945件の計画書を作
成、更新した。（令和6（2024）年3月
末現在）

・避難行動要支援者名簿の更新を
行った。

・アウトリーチチームによるフォロー調
査を行った。

【すこやか福祉センター】
・災害時に備え、生活物資や医療機器
の充電方法等を本人・家族及び主治
医や関係者で共有できるよう、在宅
人工呼吸器使用者災害時個別支援計
画を作成した。

・災害時充電ステーションがスムーズ
に開設できるよう、エネポの定期点検
と動作確認を行った。

【防災危機管理課】
　中野区総合防災訓練にて、地域の防
災会と連携した要配慮者の避難訓練
を実施し、災害時地域内での安否確
認、避難支援の必要性について普及
啓発を行った。

地域活動推進課
すこやか福祉センター
防災危機管理課

【地域活動推進課】
　支援者のいない要支援者に対
する支援をより具体化させるた
めに、関係各課及び関係機関と
支援の方策について整理し要支
援者、支援者に寄り添った実行
可能な支援策を検討していく必
要がある。

【すこやか福祉センター】
　在宅人工呼吸器使用者災害時
個別支援計画作成者が、災害時
に医療用電源ステーションを利
用できるように関係各課及び関
係機関との支援体制を整える必
要がある。

【防災危機管理課】
　名簿等の活用に際しては、個人
情報の観点より、登録者への十
分な配慮者が必要となる。

　「災害時個別避難支援計画書」の必要性や活
用などについて広く周知し、計画書の作成を促
進するとともに、発災時を想定した「災害時避
難行動要支援者名簿」と「災害時個別避難支援
計画書」を活用した訓練や検証、要支援者の安
否確認等を行う協定事業者との連携強化など
により、迅速で的確に安否確認、救援活動が行
える体制を整えます。
さらに、関係団体、関係機関と調整し、支援者
のいない要支援者への支援を目指します。

自己評価：　〇

（３）区内の公共交通ネットワーク形成の検討に
より、誰もが区内を円滑に移動できるよう環境
整備を進めます。また、公共交通による移動が
困難な方への支援を実施します。
景観にも配慮した歩行空間の創出を目的とし
て、歩車道の段差解消、歩道の勾配緩和等のバ
リアフリー化を推進します。

■避難行動要支援者への避難支援　（掲載ページ：P４５）

障害福祉課
福祉推進課 【障害福祉課】

　中野区バリアフリー基本構想改定協
議会委員として基本構想の変更等の
協議を行った。

【福祉推進課】
・区施設等のバリアフリー施設情報の
調査を行い、バリアフリーマップの
データ更新を行った。

・中野区バリアフリー基本構想改定協
議会委員として、基本構想の変更等
の協議を行った。

【障害福祉課】
　バリアフリー基本構想の改定に
向け、令和７年度も引き続き協
議を行う。

【福祉推進課】
・誰もが円滑に施設を利用でき
るよう、今後もバリアフリー施設
情報の更新を行う。

・バリアフリー基本構想の改定に
向け、令和７年度も引き続き協
議を行う。

取組内容
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計画進捗管理シート

計画名称 地域福祉計画

施策

目指すべき状態 ライフステージに合わせた健康づくりに取り組みながら、区民がいきいきとした生活を送っています。

成果指標

1 自身の健康状態を「よい」と思う区民の割合

データ出典

３　健康的な生活習慣の定着

計画策定時
令和４年度

（2022年度）

現状値
令和６年度

（2024年度）

目標値
令和１０年度

（20２８年度）

81.9% 90%ー

健康福祉に関する意識調査

実績把握頻度 ３年度毎

2
食べ物や食生活に関して栄養バランスや規則正しい食生活を心が
けている人の割合

63%ー55.1%

目標値
令和１０年度

（20２８年度）

現状値
令和６年度

（2024年度）

計画策定時
令和４年度

（2022年度）

スポーツ振興課

スポーツ振興課

スポーツ振興課

自己評価：　〇

データ出典 健康福祉に関する意識調査

実績把握頻度 ３年度毎

主な取組

自己評価：　〇

自己評価：　〇

　障害者向け事業の回数を増加した
ほか、障害の有無に関わらず参加で
きる事業の参加者に増加傾向が見ら
れた。

　理事会や運営委員会で、活動の促進
策について検討した。

　改正条例の施行に伴い、関係者間の
調整を行い、入場料等を徴収する試
合の開催につなげた。

■誰もが身近に運動・スポーツ活動に取り組める環境づくり　（掲載ページ：P４８）

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

自己評価：　〇（１）スポーツ施設の利用促進や民間活力の活用
などを図りながら、スポーツ活動の場の確保・
充実に取り組みます。

（２）年齢や性別、障害の有無等にかかわらず、
区民が日常的に運動や健康づくりに取り組むこ
とができるコミュニティの形成を推進していき
ます。

（４）区民のスポーツへの興味や関心を高めるた
め、トップアスリートや企業・大学等との連携に
より、スポーツの魅力を伝える取組を推進しま
す。

（３）区民が主体的に運営する総合型地域ス
ポーツクラブ公認クラブを目指すため、クラブ
の育成や支援に取り組み、活動の活性化や発展
に取り組みます。

　区内スポーツ施設等について、指定
管理者等により、適切に施設・事業運
営を行った。

　スポーツ施設の利用人数は増
加傾向にあるものの、定期的に
運動を行う区民の割合は横ばい
であり、運動習慣の定着に向け
た、さらなる取組が必要である。

　より障害者のニーズに即し、障
害有無に関わらず、ともにス
ポーツに親しめるような事業展
開を図る必要がある。

　地域住民が主体となった総合
型地域スポーツクラブを目指す
ために、区民が主体となって運
営に関わる手段・仕組みを拡充
する必要がある。

　いわゆる「見る」スポーツの促
進については、区民の「する」ス
ポーツ活動を損なわない範囲で
行う必要がある。

スポーツ振興課

■食育の推進　（掲載ページ：P４８）

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

保健企画課 自己評価：　〇 　区内の飲食店等と連携した事
業を実施する。・食育ポータルサイトによる情報発信

を行った。

・レシピコンテスト出品の健康メ
ニューを区役所１F食堂・カフェにて提
供した。

（１）子どもから高齢者まで、ライフステージに合
わせて、栄養バランスのとれた食事の大切さや
健康的な食習慣、歯と口腔のケア等の普及啓発
を進めていきます。
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（２）区内飲食店等と連携し、健康的な食事内容
の推奨など、暮らしの中で自然に健康的な食生
活を送ることができる環境づくりを推進しま
す。

保健予防課
すこやか福祉センター 【保健予防課】

　特定給食施設等へ栄養管理に関す
る相談支援や塩分摂取量抑制に関す
る講習会等を行うことで、給食を通じ
た健康づくりの取組に必要な情報提
供を実施した。

【すこやか福祉センター】
　離乳食講習会、妊婦歯科栄養講習
会、女性のための健康講座、栄養講習
会、食育講習会、依頼講座等の参加者
を対象として健全な食習慣や口腔ケ
アについて情報提供している。

自己評価：　〇 【保健予防課】
　給食施設の状況把握に努め、
健康づくり・食育の普及啓発の
取組等に必要な情報発信や、状
況に応じ助言や相談支援を行っ
ていく。

【すこやか福祉センター】
　自力で健康的な生活を維持で
きるようさらなる知識の普及に
努める。

■介護予防の充実と普及啓発の強化　（掲載ページ：P４８）

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

所管

自己評価：◯

【地域包括ケア推進課、すこやか福祉
センター】
　中野区地域包括ケアパートナーシッ
プ協定締結事業者の協力を得て、中
野健幸どまんなか市を３回実施し、区
民の健康への関心を高め、ヘルスリテ
ラシーの向上に取り組んだ。

【スポーツ振興課】
　　スポーツ推進条例の理念にもとづ
き、健康づくり施策としてのスポーツ
施策を推進を図った。

【地域包括ケア推進課、すこやか
福祉センター】
　ＳＷＣを推進するための全庁的
な連携体制の構築や健康無関心
層へのアプローチを行う必要が
ある。

【スポーツ振興課】
　他の健康づくり施策と連携、連
動した施策展開を検討する必要
がある。

地域包括ケア推進課
すこやか福祉センター
スポーツ振興課

※令和６年度に福祉推進課
から地域包括ケア推進課に
事務移管

今後の課題

自己評価：　〇地域包括ケア推進課
すこやか福祉センター

※令和６年度に介護・高齢者
支援課から地域包括ケア推
進課に事務移管

　地域包括支援センターとの連
携の強化や健診データの活用に
よる新たな事業対象者へのアプ
ローチを行っていく必要がある。

・元気アップセミナー、元気アップ訪問
を実施した。

・元気アップ体操ひろば等の一般介護
予防事業を実施した。

　高齢による虚弱化を早期に発見するため、高
齢者が自身の身体状態を客観的に把握できる
機会を提供し、専門職による運動習慣につなが
る助言を行います。
　また、本人だけでなく家族や地域の関係者な
ど幅広い層への普及啓発を強化します。

 地域包括ケア推進課

※令和６年度に介護・高齢者
支援課から事務移管

自己評価：　〇

令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

　高齢者会館を健康づくりや介護予防事業の拠
点施設に位置づけ、身近な地域での介護予防
の取組を推進します。
　また、地域の自主活動団体等に対し、運動や
生活機能改善に向けたアドバイスや技術的支援
を行うなど、区民による主体的な介護予防の取
組を促進します。

■健康づくり施策の推進　（掲載ページ：P４９）

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

■地域における介護予防の取組の推進　（掲載ページ：P４９）

取組内容 今後の課題

　現在高齢者会館や地域の自主
団体を利用又は参加していない
健康無関心層へのアプローチを
行っていく必要がある。

　高齢者会館において、ミニデイ、健
康・生きがいづくり事業を実施したほ
か、地域リハビリテーション活動支援
事業を実施した。

（１）「健幸（個々人が健康かつ生きがいを持ち、
安心安全で豊かな生活を営むこと）」をまちづ
くりの基本に据えた、新しい都市モデル
「Smart Wellness City」の理念を踏まえ、
産官学の連携を図りながら、健康づくり施策を
推進するための具体的な方策に
ついて検討します。

（２）栄養・運動・休養の調和がとれた望ましい
生活習慣の定着に向けて、ライフステージに応
じた健康づくり施策や長期の座位時間の削減
等、健康意識の啓発を進めます。

スポーツ振興課
保健企画課
すこやか福祉センター

【スポーツ振興課】
　スポーツ推進条例の理念にもとづ
き、健康づくり施策としてのスポーツ
施策を推進を図った。

【保健企画課】
　生活習慣病予防対策事業、健康づく
り支援事業、食育事業を実施した。

【すこやか福祉センター】
　様々なライフステージの方を対象と
した健康・栄養・歯科相談及び、依頼
講座・出前講座・相談等で健康意識の
啓発を実施した。

【スポーツ振興課】
　他の健康づくり施策と連携、連
動した施策展開を検討する必要
がある。

【保健企画課】
　より効果的な健康意識啓発の
検討

【すこやか福祉センター】
　健康意識のさらなる普及啓発
を行っていく必要がある。

自己評価：　〇
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（３）心の悩みのある区民に対する相談支援と、
メンタルヘルスへの正しい知識を広げる心の健
康づくりの取組を推進します。

すこやか福祉センター
保健予防課 【すこやか福祉センター】

　心の悩みのある区民に対する相談
支援を行うとともに精神保健福祉の
普及として、区民向けに精神保健福
祉講座を実施した。

【保健予防課】
　こころのサポーター養成講座、ゲー
トキーパー養成等を実施したり自殺
対策強化月間にあわせて区内各所で
の展示による啓発及び、区民に対す
るメンタルヘルスへの正しい知識の
普及啓発の実施を実施した。

【すこやか福祉センター】
　心の健康に対する意識醸成に
さらに取り組んでいく必要があ
る。

【保健予防課】
　対象者にあわせた事業展開に
努め、継続して実施していく。

　地域の多様な人材を活用しながら、学校教育
の一環としての部活動の地域移行の推進につ
いて検討し、実現を目指します。

自己評価：　〇

スポーツ振興課 自己評価：　〇 　対象者である生徒の活動の質
を維持、向上しつつ、持続可能な
仕組みを検討していく必要があ
る。

　部活動検討委員会に参加し、将来の
あり方を検討するとともに、スポーツ
関係者等が、部活動の指導に関われ
るよう、スポーツ団体等と教育委員会
の間の調整を実施した。

指導室 自己評価：　〇 ・学校のニーズに合った種目の
部活動指導員を、安定的に地域
の人材から確保する必要があ
る。

・上記の充実に向けた「統括コ
ディネーター」の配置の検討が必
要である。

　各校２名の部活動指導員の配置や
行政主導地域クラブ活動としてダン
ス部を立ち上げ、部活動の地域移行
を推進した。

■学校部活動における地域人材の活用　（掲載ページ：P４９）

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題
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計画進捗管理シート

計画名称 地域福祉計画

施策

目指すべき状態 地域における交流の場や就労を通して、人々のつながりが広がっています。

成果指標

1 自分は他の人から孤立していると感じている区民の割合

データ出典

４　交流の場や機会の充実

計画策定時
令和４年度

（2022年度）

現状値
令和６年度

（2024年度）

目標値
令和１０年度
（20２８年度）

17.1% 17.1%ー

データ出典 健康福祉に関する意識調査

実績把握頻度 ３年度毎

主な取組

健康福祉に関する意識調査

実績把握頻度 ３年度毎

2 住民同士の交流の場があると感じている区民の割合

計画策定時
令和４年度

（2022年度）

現状値
令和６年度

（2024年度）

目標値
令和１０年度
（20２８年度）

30% 40%ー

■身近な地域の人と知り合うきっかけづくり　（掲載ページ：P５２）

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　区民公益活動団体支援講座や交流会の実施
を通して、地域での人と人とのつながりや交流
を広げるための町会・自治会、地域活動団体等
による活動を支援します。

地域活動推進課 自己評価：　〇 ・地域に住む方々や、地域活動団
体同士の交流を進め、地域課題
の取組への認知度を上げてい
く。

・町会・自治会の活動内容のＰＲ
を通じて、加入促進を継続的に
支援していく必要がある。

・地域活動団体同士や地域の住民の
交流を目的として、地域活動フェス
ティバルを実施した。

・「中野区つながり広場」と題して、町
会・自治会の事例発表会を開催した。

■高齢者の居場所や活動の場づくりの推進　（掲載ページ：P５２）

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

自己評価：　〇すこやか福祉センター
地域活動推進課

※令和６年度に介護・高齢
者支援課から地域活推進課
に事務移管

【すこやか福祉センター】
　地域活動立ち上げ支援講座の実施、
通いの場や地域団体のけあプロ・
naviへの登録を実施した。

【地域活動推進課】
　区役所新庁舎で、シルバー人材セン
ターが初めて行うＰＲイベントの側面
支援を実施した。

【すこやか福祉センター】
　高齢者の通いの場や自主活動
団体の情報を集約し、けあプロ・
navi等を活用し、広く区民や支
援関係者に周知していく必要が
ある。

【地域活動推進課】
　高齢者の「居場所」として、また
「生きがい創出」の観点から、シ
ルバー人材センターの理念や取
組内容などをより広く区民に
知ってもらえるよう、様々な機会
を捉えて引き続き積極的にＰＲ
活動を行っていく必要がある。

■認知症地域拠点の推進　（掲載ページ：P５２）

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　認知症の人やその家族・支援者が孤立せず、
相談や情報交換ができるよう、オレンジカフェ
などの通いの場や身近な地域拠点を推進しま
す。
　また、より多くの区民に認知症地域支援事業
を理解してもらうため、普及啓発を図りま
す。

地域包括ケア推進課 自己評価：　〇 　オレンジカフェなどの通いの場
や身近な地域拠点を推進及び多
くの区民に認知症地域支援推進
事業を理解してもらうための普
及啓発を継続していく。

　オレンジカフェなどの通いの場や身
近な地域拠点を推進し、認知症地域
支援推進事業について、チラシ、区
報、ホームページ等で周知するととも
に、各種事業や個別相談でも案内し
た。

　町会・自治会、中野区社会福祉協議会、中野区
シルバー人材センター、地域で活動するボラン
ティア団体等と連携しながら、社会状況の変化
に対応した高齢者の居場所や活動の場づくり
を進め、健康生きがいづくりや就労等の活動を
支援します。
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■障害者との交流機会の充実　（掲載ページ：P５２）

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　障害の有無に関わらず区民が交流できるサロ
ン事業等について検討、実施し、交流の場を充
実します。

障害福祉課 自己評価：　〇 　様々な方が広く参加できるよ
う取組内容を引き続き検討する
必要がある。

・中野区聴覚障害者福祉協会主催の
第１回手話言語まつりを区が共催し、
手話を用いた脱出ゲームを通じて、手
話の話者と小学生親子との交流を
図った。

・障害の有無に関わらず区民が交流
できる事業として「障害の理解促進・
ふれあい交流事業」を検討し、令和７
（２０２５）年度から新規事業として実
施する。

今後の課題

　保護者の就労等により、放課後、適切な保護
を受けられない児童を対象に、遊びや生活の場
を提供します。

育成活動推進課 自己評価：　〇 　学童クラブ需要は年々増加傾
向にあるため、学童クラブ需要
のピークを見極めながら、待機
児童対策に取り組む必要があ
る。

・令和６（2024）年4月に鷺の杜学童
クラブを開設した。

・塔山・谷戸小学校区の待機児童対策
としてウィルキッズフィールド中野宮
園クラブ(民設民営)を誘致し、令和６
（2024）年4月に開設した。

・南台学童クラブの開設準備を進め
た。

■中高生年代向け施設の整備　（掲載ページ：P５２）

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　若者の活動・交流の拠点として、中高生年代
の意見を聴きながら中高生年代向け施設を整
備します。

育成活動推進課 自己評価：　〇 　今後の設計や運営にあたり、中
高生の参画の時期や手法につい
て検討する必要がある。

・若宮児童館を中高生機能強化型児
童館として整備していくにあたり、中
高生等から意見を聴取し、その内容を
踏まえて「若宮児童館整備基本構想」
を策定した。

・中高生年代向け拠点施設の整備に
向け、当事者に対するアンケートを実
施する等により検討を行った。

【育成活動推進課】
・委託可能な地域団体の確保、実
施回数の拡充を図る必要があ
る。

・キッズ・プラザ未整備校の設置
に向けた準備を進めるほか、利
用者のニーズに応じて児童館の
開館日時を拡充するなど、子ど
もたちの居場所の充実を図って
いく必要がある。

【指導室】
・子どもの成長段階やニーズに
応じた安全・安心な居場所づくり
に向けて、地域からの多様な学
校施設利用希望への対応・調整
を行う。

■子どもたちの安全・安心な居場所づくり　（掲載ページ：P５３）

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

自己評価：　〇

■学童クラブ整備・運営　（掲載ページ：P５３）

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

（１）地域の様々な大人が参画し、学校施設や公
共施設を活用して、放課後や休日に子どもたち
の安全・安心な活動の拠点や居場所を提供しま
す。

【育成活動推進課】
・地域団体に委託している放課後子ど
も教室を、学校施設や児童館等にお
いて実施した。

・キッズ・プラザや児童館において、子
どもたちの安全・安心な遊び場・居場
所を提供した。

【指導室】
・放課後や休日に学校施設を地域の
方々の居場所として開放した。

育成活動推進課
指導室
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【指導室】
　フリーステップルームの設置場
所について、学校内、学校跡地、
未利用施設等の活用の可能性の
検討及び関係部署との連携を進
める。

【指導室】
　北部地域のフリーステップルームの
整備について検討を行った。

自己評価：　〇

（２）働く意欲がより一層高まるような工賃の向
上を目指して、自主生産品の販売促進に向けた
取組や、実現性・実効性のある製品開発の工夫
について検討します。

■障害者の就労支援　（掲載ページ：P５３）

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

（１）障害者が各々の希望に応じた働き方や働く
場を選択でき、安心して障害の特性や心身の状
況に合わせて働き続けられるよう、就労支援セ
ンターを中心として関係機関との連携を進め、
就労及び定着・生活支援を一体的に行います。
　さらに、実習受入奨励金といった助成制度に
ついて周知するなど、企業等が障害者雇用を促
進するための働きかけを強化します。

自己評価：　〇 　令和７年度も引き続き、事業を
推進する。

障害福祉課

障害福祉課

・就労相談をはじめ、職場開拓、職場
実習支援、職場定着支援、日常生活支
援等の就労支援センター業務を中野
区障害者福祉事業団に委託し、適切
に事業を継続した。

・区内中小企業を中心に訪問を行い、
雇用の場の開拓などの働きかけを
行った。

・企業に対し、実習受入奨励金制度に
ついて周知し、利用促進も図った。

自己評価：　〇

　なかの障害者就労支援ネットワーク
共同受注部会の主催により、計３回（１
０月、１２月、３月）区役所１階ナカノバ
にて自主生産品の販売会を開催し
た。

（２）利便性を考慮し、北部地域におけるフリー
ステップルームの整備について検討します。

指導室
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計画進捗管理シート

（１）世代を問わず誰もが気軽に参加できるイベ
ントや交流会の実施を通して、近隣住民同士の
顔の見える関係づくりを広げます。
　また、支援を必要とする人と支援する人をつ
なげる仕組みづくりや見守り・支えあい活動を
担う人や団体への支援を進めます。
　さらに、若年層や中高年を地域に取り込むた
めのアプローチについて検討します。

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

自己評価：　〇

（２）区と町会・自治会や民生・児童委員をはじ
めとする地域の見守り・支えあいを担う団体・
機関の連携体制を強化し、見守り・支えあい活
動のさらなる活性化を図ります。
　さらに、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した地域
における見守りについて引き続き検討し、見守
り体制の充実を図ります。

地域活動推進課
地域包括ケア推進課 【地域活動推進課】

・町会・自治会への「地域支えあい活
動に関するアンケート」の実施結果や
民生児童委員会長協議会等の会議を
通じて、見守り・支えあいの関する情
報を共有し連携強化につなげた。

・東京都民生児童委員協議会から、民
生児童委員に対して支給されたモバ
イルPCを活用し、会議資料や議事録
の共有、オンライン会議の実施などを
行った。

【地域包括ケア推進課】
　的確なケースワークを行うため、
令和７年度実施予定のすこやか福祉
センター保健福祉総合相談台帳の電
子化に向け検討を行った。

【地域活動推進課】
　今後のペーパーレス化や電子
媒体を活用した見守り支えあい
活動を推進するためにも、民生
児童委員のデジタル機器の活用
について民生児童委員との検討
が必要である。

【地域包括ケア推進課】
　記録項目や運用ルール等を検
討し、電子台帳の稼働までに認
識のすり合わせをする必要があ
る。今後、他の紙台帳に関しても
電子化の横展開を図っていく。

■見守り・支えあいの推進　（掲載ページ：P５６）

主な取組

■地域活動の推進　（掲載ページ：P５６）

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　地域への関心を高めるため、電子掲示板ＷＥ
Ｂアプリケーション「ためまっぷなかの」を活用
するなど、暮らしに関する身近な情報や地域に
おける活動・交流の機会に関する情報を発信し
ます。

地域活動推進課 自己評価：　〇 　地域活動団体が「ためまっぷな
かの」を利用し積極的に広報活
動ができるよう更なる普及・啓
発を進める。

　「教えて！あなたのイチ推しスポッ
ト」等のイベントや掲載登録団体の増
加促進等の効果により、「ためまっぷ
なかの」の閲覧数が令和5年度の２万
５千件から、５万６千件（予測）と倍増
した。

５０団体
Ｒ６～Ｒ１０の５年間の累計

計画策定時
令和４年度

（2022年度）

現状値
令和６年度

（2024年度）

目標値
令和１０年度

（20２８年度）

２１団体
Ｒ6の１年間分

2 地域課題の解決に取り組む団体の新規立上げ支援数

成果指標

1 地域活動を行っている区民の割合 20.9% 25.0%ー

データ出典 中野区資料

実績把握頻度 毎年度

データ出典 健康福祉に関する意識調査

実績把握頻度 ３年度毎

計画策定時
令和４年度

（2022年度）

現状値
令和６年度

（2024年度）

目標値
令和１０年度

（20２８年度）

計画名称 地域福祉計画

施策 ５　地域における支えあい活動の推進

目指すべき状態
多世代の人や関係団体が地域活動へ参加し、交流が活発に行われるとともに、地域での見守り・支えあい
が充実しています。

地域活動推進課　

・区立小学校の新１年生の保護者向け
に、町会の魅力を伝えるリーフレット
を配布し、若年層に対しての加入促進
を図った。

・町会自治会の事例発表会を開催し、
幅広い世代に町会自治会活動の魅力
を発信した。

　若年層の町会加入率が高くな
いため、町会自治会の活動内容
についてのＰＲや、若者世代に
とっての魅力的な取り組みの実
施について、支援していく必要
がある。

自己評価：　〇

17団体
Ｈ３０～Ｒ４の５年間の累計
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　協力会員の高齢化が進み、い
かに協力会員を増やして事業の
継続性を高めるかが課題となっ
ている。利用会員にとって使い
にくいものにならないよう配慮
しつつ、いかにして協力会員の
負担感を軽減するかを検討する
必要がある。

（１）地域活動には、「負担感が強い」、「大変そ
う」というイメージを抱いている区民も少なく
ないことから、地域活動への理解を深めてもら
うために、区民への広報・啓発活動を強化し、地
域活動への意識の醸成を図ります。

自己評価：　〇地域活動推進課

　地域活動団体同士や、地域の住民の
交流を目的として、地域活動フェス
ティバルを実施した。

　地域活動団体の自立した団体
運営が継続できるよう、社会福
祉協議会と区のそれぞれの強み
を活かした支援体制を構築して
いく。

自己評価：　〇

取組内容

自己評価：　〇

（３）区内での子育て支援に関心がある層への
研修体制を関係機関との協働により確立する
など、地域人材の活動の裾野を広げます。
　子育て支援に関心が薄い層に対して、子育て
支援団体や子育て所管と連携しながら積極的
に働きかけ、地域における子育て支援への理解
の促進を強化します。

自己評価：　〇

（４）区民活動センター運営委員会との連携によ
り、地域団体の活動支援や、地域におけるコー
ディネート機能を強化するとともに、団体間の
交流の促進や新たな活動の担い手の育成を図
ります。

所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

  地域での支えあい活動（ファミリー・
サポート事業）を実施した。

（２）子育ての援助を受けたい方と、子育ての援
助をしたい方が会員になり、地域の中で助け合
いながら子育てをする会員制の支えあい活動
（ファミリー・サポート事業）を実施します。
　さらに、地域の子育て関連団体と担い手の
マッチングを促進します。

子育て支援課

自己評価：　〇

・区民活動センター運営委員会との連
携については、年4回の連絡会の開
催により、情報共有を行った。

・事務局員研修を実施し、コーディ
ネート機能の強化や新たな活動の担
い手の育成について、取り組み促進
する場を設定した。

■関係機関との連携　（掲載ページ：P５７）

地域活動推進課（１）中野区町会連合会と区が締結したパート
ナーシップ協定に基づき、協働の取組を進めま
す。
　また、町会・自治会の活動への参加の促進や
活性化、情報発信力の向上に係る支援等、区民
の町会加入を促進する取組を進め、さらなる連
携強化を図ります。

■新たな担い手の育成・支援　（掲載ページ：P５６、５７）

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

（３）「高齢者等の見守りに関する協定」を締結し
ている事業者との情報共有や地域との連携を
さらに強化します。
　また、協定を締結する事業者を増やすため、
積極的に働きかけを行います。

地域活動推進課　 自己評価：　〇

・中野区町会・自治会公益活動助成金
により、町会自治会の活動の活性化、
情報発信力向上、加入促進を支援し
た。

・区町連事務局との連携のもと、町会
自治会の事例発表会を開催した。

　情報発信力の向上、加入促進
の取組については、さらに強化
できるよう支援していく必要が
ある。

　引き続き、連絡会の開催や事
務局員向け研修を実施してい
く。なお、運営委員会事務局員が
他の区民活動センターの事務局
員と情報交換等を行う場の設定
も検討し、効果的に事業運営が
できている区民活動センター運
営委員会の取り組みを参考にで
きるような場の設定も検討して
いく。

　地域の子育て関連団体との交流、意
見交換等を行った。

子育て支援課

地域活動推進課

・年2回の見守り通信を発行し、町会、
民生委員への配布および区ホーム
ページに掲載し、事業者、各団体、区
民に対して見守り活動の理解を深め
てもらうための周知を行った。

・見守り協定事業者懇談会では、事業
者間及び区との情報交換を行った。

・協定締結事業者を増やすため
に、引き続き見守り・支えあい活
動に的確な事業者を洗い出し、
直接働きかける必要がある。

・見守り協定事業者懇談会への
関係団体・機関の参加を促し、情
報共有、連携強化を図ることが
必要である。
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（３）中野区社会福祉協議会が作成する第４次中
野区民地域福祉活動計画（いきいきプラン）と
連携を図り、地域福祉の向上に取り組みます。

福祉推進課 自己評価：　〇 　今後もいきいきプランの推進
状況や課題等を共有し、状況に
応じ連携を図って、地域福祉の
向上に取り組む。

　いきいきプラン推進委員会に参加
し、プランの推進状況や課題等を共有
するなど、地域福祉向上のための連
携を図った。

（４）児童館において、子育て支援活動を行う地
域団体や個人の活動を支援し、交流や相互理解
を進め、地域における子育て活動支援の強化を
図ります。

育成活動推進課 自己評価：　〇 　令和７（２０２５）年度から児童
館機能を強化するとともに、基
幹型児童館への移行や乳幼児機
能強化型児童館の委託が始ま
る。基幹型児童館は中学校区内
の子ども施設において中心的な
役割を担い、これまで以上に地
域団体や個人の活動の支援の強
化を図っていく必要がある。

　児童館において、子育て支援活動を
行う団体や個人と連携した事業の実
施や活動の支援を行った。

（２）地域の課題解決に向け、区と町会・自治会、
地域活動団体、ＮＰＯ法人、中野区社会福祉協
議会などの関係機関をつなげる連携体制を強
化し、新たな地域活動団体の掘り起こしや自立
に向けた支援を行います。

自己評価：　〇地域活動推進課
地域包括ケア推進課 【地域活動推進課】

　様々な団体支援を行っている社会
福祉協議会等とそれぞれの役割を確
認しながら、区民公益活動団体の伴
走型支援体制についての検討を進め
た。

【地域包括ケア推進課】
　令和7年度にコミュニティソーシャ
ルワーカーを導入するための検討を
行った。

【地域活動推進課】
　地域活動団体の自立した団体
運営が継続できるよう、社会福
祉協議会と区のそれぞれの強み
を活かした支援体制を構築して
いく。

【地域包括ケア推進課】
　コミュニティソーシャルワー
カー導入後の実績評価と、新た
な課題についての検討に対する
取り組みの体制づくりを行って
いく必要がある。
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計画進捗管理シート

（１）生活保護制度の意義や必要性について、区
民に分かりやすく、かつ、正確に届くよう継続的
に周知します。

自己評価：　〇

2 自殺死亡率（１０万人対）

実績把握頻度 毎年度

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

１６．１人
Ｈ３０～Ｒ４の５年平均

１４．４人以下１６．３人
Ｈ３１～Ｒ５の５年平均

計画策定時
令和４年度

（2022年度）

現状値
令和６年度

（2024年度）

目標値
令和１０年度
（20２８年度）

データ出典 中野区資料

主な取組

■生活困窮者に対する包括的な自立支援の促進　（掲載ページ：P６０）

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

（２）一人ひとりの状況に合わせた、生活困窮者
自立支援法による支援事業（自立相談支援事
業、家計改善支援事業、住居確保給付金事業、
就労準備支援事業）を自立相談支援機関「中野
くらしサポート」において、包括的に実施しま
す。
　また、生活困窮者に対する切れ目のない支援
を行うために、「中野くらしサポート」
の機能の充実を図ります。

■生活困窮家庭への支援　（掲載ページ：P６０）

　生活困窮者には経済的困窮を
はじめ、多様で複合的・複雑な課
題を抱える人が多いため、一人
ひとりの状況に応じて「中野くら
しサポート」のほか、関係機関が
一体的・包括的に支援を行って
いくために、生活困窮者自立支
援事業の周知を強化する必要が
ある。

計画名称 地域福祉計画

施策 ６　多様な課題を抱えた人への支援

目指すべき状態 様々な課題を抱えた人が、必要な福祉サービスや制度に円滑につながっています。

計画策定時
令和４年度

（2022年度）

現状値
令和６年度

（2024年度）

目標値
令和１０年度
（20２８年度）

成果指標

1 生活困窮者を対象とした就労支援を受け就労した割合 85.1% 85.1%61.8%

データ出典 中野区資料

実績把握頻度 毎年度

生活援護課

生活援護課

　生活保護制度に対する理解を深め
てもらうため、区ホームページでの周
知のほか、啓発ポスターを作成し、区
立施設において掲示を行った。

自己評価：　〇

　区が設置する自立相談支援機関「中
野くらしサポート」が生活上の困りご
との相談を受けながら、必要に応じて
生活困窮者自立支援法に基づく支援
事業（自立相談支援事業、住居確保給
付金事業、就労準備支援事業、家計改
善支援事業）を活用し、包括的に支援
した。

子育て支援課

子育て支援課 自己評価：　〇

　学習支援事業の対象学年を小学4
年生まで拡大し、小学生(4年生～6
年生)は月に3回、中学生は月に1～2
回(中学3年生は夏休み期間に特別指
導も実施)の集合型個別指導を行っ
た。

　子どもソーシャルワーカーの活動と
して、地域の子ども食堂や無料塾（学
習支援団体）を訪れる中で関係機関
や地域の取組の共有を図った。

自己評価：　〇 　学習支援事業の今後の方向性
（対象学年や事業内容など）につ
いて、利用者のニーズや他自治
体の動向などを踏まえて検討す
る必要がある。

　地域での新たな取組の増加を
踏まえ、引き続き情報交換や連
携の機会の充実に向けた取組を
進めていく必要がある。

（１）生活困窮世帯の小学５年生から中学３年生
を対象に学習支援を行います。小学生は学習の
方法を身につけ、学習習慣の定着を図るととも
に、中学生は受験対策も含めた学習指導によ
り、高校への進学を目指します。
　なお、対象については小学４年生まで段階的
に拡充していきます。

（２）子どもソーシャルワーカーを配置し、地域
の関係機関及び団体等との連携体制を構築す
るなど、生活に困難を抱える子ども及び子育て
家庭を食や学びなどの必要な支援につなげる
取組を推進します。
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　犯罪被害者等の置かれる状況
などについて理解を深め、支援
を必要とする犯罪被害者等が相
談窓口につながるよう、普及啓
発事業について関係団体と連携
したり、実施内容や効果的な広
報の方法等を工夫して実施す
る。

（２）利便性向上のため、現在実施している電話
相談や面談に加え、ＳＮＳを活用するといった相
談しやすい環境の整備を検討します。

（３）区民が犯罪被害者等の置かれる状況など
について理解を深め、支援を必要とする犯罪被
害者等が相談窓口につながるよう、講演会等を
通じて普及啓発を進めるとともに、より効果的
な周知や広報の手法について検討します。

自己評価：　〇

自己評価：　〇

　講演会を帝京平成大学との共催で
実施し、若い方が多く参加した。

　自由な時間に送信できる電子メー
ルでの相談は増加しており、できるだ
け迅速な対応に努めた。

　必要に応じて関係機関等とも連携し
ながら、被害者等に寄り添うきめ細や
かな相談支援を行った。

福祉推進課

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

（１）「中野区犯罪被害者等支援条例」に基づき、
犯罪被害に遭い支援を必要とする被害者やそ
の家族が地域で安心して住み続けられるよう、
関係団体、関係機関と連携するなど相談支援体
制を構築するとともに、必要な経済的支援や日
常生活支援等を行います。

自己評価：　〇

（３）社会を明るくする運動や再犯防止推進月間
等の取組を通じ、更生保護や再犯防止について
区民や関係団体等の理解を深めるための普及
啓発を推進します。

　策定中の第２次中野区再犯防
止推進計画を実現していくため
に、各関係機関との連携をさら
に深めていく必要がある。

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

（１）検察庁や矯正施設、保護観察所等刑事司法
関係機関等と連携を図りながら、保護司会や更
生保護女性会、社会福祉協議会等の地域で見
守り・支えあいに取り組む団体等に対して再犯
防止や更生保護の取組について課題を共有し、
支援を行う体制の構築を
推進します。

自己評価：　〇

（２）犯罪をした者等の雇用促進の必要性や、雇
用の受入体制、受刑者等採用相談窓口につい
て、広く情報提供を行います。

■犯罪被害者等を支える環境づくり　（掲載ページ：P６１）

自己評価：　〇

自己評価：　〇

　矯正協会との連携のもと、刑務所作
業製品即売会を区役所にて実施し
た。

　社会を明るくする運動の強化月間
となる7月には、中野区保護司会が中
心となって、中野駅前での街頭キャン
ペーンで啓発活動を行い、広く情報提
供した。また、12地区の社会を明るく
する運動推進委員会ごとに講演会、
PR活動などを行った。

　区役所1階広場を利用して、社会を
明るくする運動作文コンテストの表彰
式や、再犯防止推進後援会を開催し、
更生保護や再犯防止についての普及
啓発を行った。

地域活動推進課

地域活動推進課

地域活動推進課

■再犯防止や更生保護に向けた理解促進と関係機関との連携　（掲載ページ：P６０、６１）

福祉推進課

福祉推進課
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（２）住み慣れた地域で安心して生活を続けられ
るよう、認知症サポーター及び認知症サポート
リーダーを養成します。併せて、認知症サポート
リーダーの活躍の場の拡充について検討しま
す。

（３）小中学生への認知症サポーター養成研修
を開催し、児童・生徒の認知症に対する正しい
理解の普及啓発を推進します。

（４）電気、ガス、水道、新聞など、定期的に自宅
を訪問する様々な業種等と連携を図り、地域に
おける見守り体制の強化について検討します。

■認知症への理解促進と地域での対応力の向上　（掲載ページ：P６２）

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

（１）講演会やパネル展示等の実施により、認知
症に関する正しい知識及び理解を深める取組
を推進します。

自己評価：　〇

自己評価：　〇

自己評価：　〇

自己評価：　〇

・年2回の見守り通信を発行し、町会、
民生委員への配布および区ホーム
ページに掲載し、事業者、各団体、区
民に対して見守り活動の理解を深め
てもらうための周知を行った。

・見守り協定事業者懇談会では、事業
者間及び区との情報交換を行った。

　令和６年度は小学校１校、中学校１
校に認知症サポーター養成講座を実
施した。

　認知症サポーター養成講座の実施、
および認知症サポートリーダーを養
成した。事業やイベント実施の際には
認知症サポートリーダーに周知し、活
躍の場を案内している。

　アルツハイマー月間に合わせてパネ
ル展示を実施した。講演会について
は令和5年度より在宅療養講演会と
統合して実施している。

地域包括ケア推進課
地域活動推進課

地域包括ケア推進課
地域活動推進課

地域包括ケア推進課
地域活動推進課

地域包括ケア推進課
地域活動推進課

　認知症に関する正しい知識及
び理解を深める取組を推進す
る。

・協定締結事業者を増やすため
に、引き続き見守り・支えあい活
動に的確な事業者を洗い出し、
直接働きかける必要がある。

・見守り協定事業者懇談会への
関係団体・機関の参加を促し、情
報共有、連携強化を図ることが
必要である。

　認知症サポーター養成講座に
おいては、児童・生徒への認知症
に対する正しい理解の普及啓発
を推進していく必要がある。

（２）民生児童委員、町会・自治会、社会福祉協
議会等の地域関係者向けにゲートキーパー養
成研修を中心とした自殺に関連する研修を実
施し、自殺に対しての偏見のない理解、相談対
応力向上を目指します。

（３）ストレスへの対処方法や身近な人のこころ
の不調や病気に気づき、支援を行う「心のサ
ポーター」を養成するため、区民を対象とした
講座を実施します。また、講座終了後は、「心の
サポーター」としての活動も支援します。

■自殺を未然に防ぐ体制の整備　（掲載ページ：P６１）

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

（１）「中野区自殺対策計画」に基づき、自殺対策
メール相談事業を通じて自殺に傾く区民を発
見し、自殺の中断及び感情の変化を促すととも
に、必要な支援につなげるために関係機関との
連携を図ります。

自己評価：　〇

　住み慣れた地域で安心して生
活を続けられるよう、認知症サ
ポーター及び認知症サポート
リーダーを養成していく。さら
に、認知症サポートリーダーの活
躍の場のひとつとして、講演会・
研修会等への協力を案内するな
ど、活躍の場の提供を引き続き
検討していく。

自己評価：　〇

自己評価：　〇

　今年度より「心のサポーター養成講
座」を実施。区民からの反響が非常に
大きく今後への期待の声も様々寄せ
られた。

　一般区民向けの自殺対策講演会、地
域関係機関向けのゲートキーパー養
成研修、区職員（健康福祉部職員）向
けゲートキーパー養成研修を実施し
た。

　第二期中野区自殺対策計画に基づ
き、メール相談事業、各年代に向けた
ゲートキーパー養成研修、自殺対策強
化月間にあわせた区内各所での展示
や相談窓口周知のための広報活動な
どを実施した。

保健予防課

保健予防課

保健予防課 　引き続き地域における課題を
分析し、各種自殺対策事業を継
続していく。
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計画進捗管理シート

計画策定時
令和４年度

（2022年度）

現状値
令和６年度

（2024年度）

目標値
令和１０年度
（20２８年度）

ー

計画策定時
令和４年度

（2022年度）

現状値
令和６年度

（2024年度）

目標値
令和１０年度
（20２８年度）

主な取組

■地域包括ケア体制の構築の推進　（掲載ページ：P６５）

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　区民の複雑かつ複合的な生活課題（８０５０問
題、ダブルケア、ひきこもり等）への支援を充実
させるため、総合的な相談機能及び地域におけ
るコーディネート機能の向上や、アウトリーチ
チームの対応力及び連携の強化を図るととも
に、多職種・多機関協働の伴走型支援を提供し
ます。
　また、地域包括ケア体制の充実に向け、医療・
介護・福祉の連携及び産学官の連携を推進しま
す。
　潜在的な要支援者の発見、孤独・孤立の防止
に向け、アウトリーチチームや区民活動センター
運営委員会、社会福祉協議会等が多職種によ
るアウトリーチ活動を進め、課題の深刻化を未
然に防ぎ、本人やその家族を適切な相談支援に
つなげます。
　さらに、相談窓口や居場所などについての情
報の継続した発信等、地域や社会からの孤立に
より、自ら区へアクセスすることが難しい区民
に対するアプローチを検討し、推進します。

自己評価：　〇地域包括ケア推進課
すこやか福祉センター
地域活動推進課
生活援護課

【地域包括ケア推進課、すこやか福祉
センター】
・地域包括ケア体制の充実に向け、地
域包括ケア推進パートナーシップ制度
を推進し、産学官の連携を推進した。

・地域団体や他機関と連携し、要支援
者の発見及び相談に対応している。

・地域ケア会議を適宜開催し、すこや
か福祉センター担当区域ごとに地域
のネットワーク構築に取り組んでい
る。

・令和7（２０２５）年度よりアウトリー
チチームと一体的に生活課題の解決
に取り組むコミュニティソーシャル
ワーカーを導入する。

【地域活動推進課】
・民生委員の高齢者訪問調査により、
対象者の実態を把握することができ
た。調査の結果を受けて、地域包括支
援センターやすこやか福祉センターの
訪問が必要な人が390人判明し、必
要な支援につなげた。

・調査時に緊急連絡カードの作成を進
め、新たに658人が作成した。

【生活援護課】
　包括的相談支援体制の一つとして
対応した。

【地域包括ケア推進課、すこやか
福祉センター】
・孤独・孤立官民連携プラット
フォームの構築に向けて、産学官
の連携を推進しながら、地域包
括ケア推進会議孤独孤立対策部
会での議論及び具体的施策につ
いて、検討をしていく必要があ
る。

・継続的な伴走支援に向け、区の
アウトリーチチームとコミュニ
ティソーシャルワーカー、地域の
支援団体との連携方法や地域で
の支援体制構築に向けた取り組
みを進めていく必要がある。

【地域活動推進課】
　高齢者訪問調査は、対象者の
実態を把握する上で重要な調査
となるが、民生委員への負担も
大きいため、民生委員の意見を
聞きながら対面調査の手法やよ
り効率的な調査方法に改善す
る。

【生活援護課】
　今後も、関係課と連携しなが
ら、包括的相談支援体制の一つ
として対応していく。

計画名称 地域福祉計画

施策 ７　包括的な相談支援体制の充実

目指すべき状態 支援が必要な人に対し、切れ目のない包括的な支援が行われています。

2
家族や友人・知人以外で何かあったときに相談する相手、相談機関
に「区役所等の公的機関」と回答する区民の割合

成果指標

1 アウトリーチチームが対応して適切に支援につなげた割合

データ出典 健康福祉に関する意識調査

実績把握頻度 ３年度毎

データ出典 中野区資料

実績把握頻度 毎年度

48.9%

14.8%

91%

17.8%

８２．１％

19



 

自己評価：　〇 　講座の開催方法や、実施回数
について検討が必要である。

　母親のみならず、これから出産を迎
える父親と既に子育てを経験してい
る父親が同時に参加できる講座を実
施しするなど、父親向けの事業の拡
充を行った。

■子ども、若者に関する相談支援体制の強化　（掲載ページ：P６６）

取組内容 所管 自己評価：　〇 今後の課題

　子ども・若者支援センターを中心として、総合
相談から専門性の高い相談まで、様々な相談に
ついて関係機関と連携し、状況にあった支援を
継続的に行えるよう、相談支援体制を強化しま
す。

自己評価：〇

■妊娠、出産、子育てトータル相談支援の実施　（掲載ページ：P６５）

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　区に妊娠届を提出した全ての妊婦及び支援を
必要とする産婦を対象に、保健師等が面接を行
いながら個別の支援プランを作成し、関係機関
との連携を強化しながら、切れ目のない包括的
な産前・産後のサービス提供につなげます。

すこやか福祉センター

子ども・若者相談課
児童福祉課 【子ども・若者相談課】

　相談者の相談内容に応じて助言し
たり、必要に応じて適切な相談機関
へつないだ。

【児童福祉課】
　子ども・若者支援センターを構成す
る児童相談所として、児童虐待に対す
る迅速な対応を行うと共に、専門性
的な支援を行っている。

【子ども・若者相談課】
　状況にあった支援が届くよう、
必要な周知を強化していく。

【児童福祉課】
　親子関係形成支援事業を開始
し、地域における虐待の未然防
止の取組みを進めていく。

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

【地域活動推進課】
　より適切な相談支援体制のあ
り方については、今後さらに検
討が必要である。

【地域包括ケア推進課】
　新たなすこやか福祉センターの
開設に向けて、保健師等の専門
職の確保や育成について、中長
期的な計画を策定し、実施して
いく必要がある。

自己評価：　〇　区民の日常生活を支え、引き続き適切な相談
支援が提供できるよう、すこやか福祉センター
及び地域包括支援センターの担当地域・圏域に
ついて、対象人口や担当範囲を踏まえながら再
編を進め、より身近な地域で専門的な相談支援
ができる体制を整備します。

地域包括ケア推進課
地域活動推進課 【地域包括ケア推進課】

　新たなすこやか福祉センターの開設
時期は未定であるが、相談支援体制
の整備に向けて必要となる課題を整
理した。

【地域活動推進課】
　令和5（２０２３）年度までに、温暖化
対策推進オフィス跡施設について、す
こやか福祉センターの機能を導入で
きるよう整備を行った。

■活動を推進するための地域拠点の整備　（掲載ページ：P６５）
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自己評価：　〇

地域包括ケア推進課
指導室
子ども・若者相談課
児童福祉課
子ども・教育政策課

【地域包括ケア推進課】
・ヤングケアラーコーディネーターが
中心となって関係機関や地域団体と
の連携強化を図るとともに、当事者
支援のためLINE相談を開始した。

・啓発のためにヤングケアラー支援ア
ニメーションを制作した。

【指導室】
・校長会において実態調査の結果か
らヤングケアラーは発見しづらい実態
があることを共有し、関係機関や団体
等との連携の必要性を共有した。

・区スクールカウンセラーの配置によ
る相談支援体制の強化及びスクール
ソーシャルワーカーが各校を訪問し、
子どもの実態把握に努めた。

【子ども・若者相談課】
　相談者の相談内容に応じて助言し
たり、必要に応じて適切な相談機関
へつないだ。

【児童福祉課】
　相談の中で、ヤングケアラー的な要
素がある場合は、その状態の解決に
向けた支援を行っている。

【子ども・教育政策課】
　子ども相談室（ポカコロ）において、
相談者の相談内容に応じて助言した
り、必要に応じて適切な相談機関へ
つないだ。

【地域包括ケア推進課】
　LINE相談の利用促進、ヤング
ケアラーコーディネーターを中心
とした相談支援体制の強化、普
及啓発の取組を継続していく。

【指導室】
・ヤングケアラーの早期発見、早
期把握に向けた、教員の共感的
な対応力の向上や組織的な相談
や体制の強化、子どもたちが相
談しやすい体制づくりを推進し
ていく。

・研修等を通じた関係機関や団
体等との連携を強化していく。

【子ども・若者相談課】
　今後も適切な支援につなげて
いく。

【児童福祉課】
　相談支援の中で、児童に過度
な家事負担等がある場合には、
関係機関と連携した支援により
解決を図っていく。

【子ども・教育政策課】
　今後も適切な支援につなげて
いく。

■障害者の相談支援体制の強化　（掲載ページ：P６６）

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

【障害福祉課】
・基幹相談支援センター機能の一つと
して、地域の関係機関のネットワーク
の充実に向け、すこやか障害者相談
支援事業所連絡会において関係機関
と制度等に関する情報共有を図るほ
か、障害福祉サービスマニュアルの作
成・配布を通じて専門性の高い相談
支援体制の整備を進めた。

・障害者自立支援協議会内に新たに
設置された相談支援専門員連絡会
で、相談支援専門員のネットワークづ
くりや連携を推進した。

・障害福祉サービス事業所向け研修は
年１０回実施し、全事業所向けと相談
支援専門員向けに分け、受講対象の
ニーズに対応したスキルアップ研修を
実施した。

【すこやか福祉センター】
　すこやか福祉センター及びすこやか
障害者相談支援事業所では、基幹相
談支援センターに日頃から連携を働
きかけ、定例の連絡会を設定し、相談
支援体制の強化に取り組んでいる。

【障害福祉課】
　引き続きすこやか福祉センター
やすこやか障害者相談支援事業
所、その他の相談支援機関との
連携を強化するとともに、専門
性の高い相談支援などに対応で
きる体制の充実を図っていく。

【すこやか福祉センター】
　障害者に対する制度変更に迅
速に対応していく。障害福祉課
基幹相談支援センターとの連携
方法等、さらなる工夫が必要で
ある。

■ヤングケアラー支援　（掲載ページ：P６６）

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　基幹相談支援センターは、地域における相談
支援体制の構築に向け、身近な相談拠点である
すこやか福祉センターやすこやか障害者相談支
援事業所、その他の相談支援機関との連携を
強化するとともに、専門性の高い相談支援など
に対応できる体制の充実を図ります。

　ヤングケアラーの早期発見、早期把握に努め、
適切な支援につなげるため、関係機関や団体等
と連携を図り、相談支援体制を強化します。

自己評価：　〇

障害福祉課
すこやか福祉センター
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住宅課
地域活動推進課
地域包括ケア推進課
子育て支援課
障害福祉課
生活援護課

【住宅課】
・居住支援協議会が開催する勉強会
等において、各関係機関の役割や課
題を確認することにより、住宅確保要
配慮者に対するサポート体制の強化
を図った。

・民間賃貸住宅のオーナー向けのセミ
ナーを開催し、住宅確保要配慮者の
入居促進につながる各種サービス等
について情報提供を行った。

【地域活動推進課】
　なかの居住支援ガイドに町会の案内
を掲載した。

【地域包括ケア推進課】
　居住支援強化のための生活困窮者
自立支援制度等の見直しに関するオ
ンライン説明会や居住支援協議会の
ワーキングなどに参加し、情報共有を
適宜行った。

【子育て支援課】
　ひとり親家庭からの相談を受ける
中で、必要に応じて居住支援協議会
の紹介や連携した対応を行った。

【障害福祉課】
　中野区居住支援協議会の取り組み
の中で対応をした。

【生活援護課】
　中野区居住支援協議会の取り組み
の中で対応をした。

【住宅課】
・住宅部門と福祉部門の相互理
解の促進と連携強化のため、住
宅確保要配慮者とオーナー双方
に対する情報提供を強化してい
く。

・関係団体に対して、協議会の取
組みの周知を進める。

【地域活動推進課】
　不動産事業者等との連携のも
と、新たな居住者が町会に加入
し積極的に参加するとともに、町
会がサポートの一つとなるよう
に、町会に関する情報提供など
を充実していく必要がある。

【地域包括ケア推進課】
　住宅部門と福祉部門の相互理
解の促進と連携を引き続き強化
していく。

【子育て支援課】
　ひとり親家庭は養育や家計、就
労など複合的な困難を抱える傾
向があるため、個々の家庭に寄
り添ったきめ細やかな相談対応
を引き続き行っていく必要があ
る。

【障害福祉課】
　今後も、関係課と連携しなが
ら、中野区居住支援協議会の取
り組みとして対応していく。

【生活援護課】
　今後も、関係課と連携しなが
ら、中野区居住支援協議会の取
り組みとして対応していく。

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

自己評価：　〇

 ■住宅確保要配慮者に対するきめ細かな相談支援体制の推進　（掲載ページ：P６６、６７）

　発達に課題のある子ども及びその保護者に対
し、ライフステージに合わせ、継続した相談支援
を実施するとともに、すこやか福祉センターと
療育センター等の関係機関の連携の強化を図
ります。
　また、多様な発達の課題に対して支援が行え
るよう、療育センターの療育相談等専門的機能
を強化します。

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　不動産事業者や居住支援法人等の住宅部門
と生活支援を担う福祉部門とが連携しながら、
低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯など
住宅確保要配慮者の住まいに関するきめ細か
いサポート体制を整えるとともに、民間賃貸住
宅のオーナーに対する支援や情報提供なども
含め、居住支援協議会を中心とした住まいの相
談体制を推進します。

障害福祉課
すこやか福祉センター

【障害福祉課】
・療育相談の実施で保護者の不安が
軽減できるよう関係各所と検討を続
けた。

・「発達検査体制充実緊急支援事業助
成」都補助金を利用し、区立療育セン
ターにおける療育相談体制の強化を
行った。

【すこやか福祉センター】
・療育センターでの療育相談に同席す
るなど、連携して支援を行った。

・療育センターとすこやか福祉セン
ターとの連携会議を実施した。

【障害福祉課】
・継続した相談支援を実施する
にあたり、より保護者のニーズに
即したライフステージ合わせた
支援の流れの確認をしていく必
要がある。

・専門性を持った人材の確保と
育成が必要である。

【すこやか福祉センター】
・特別な支援を必要とする子ど
もと家庭に対し、ニーズに沿った
適切な支援につなげる。

・継続的かつ総合的な支援を提
供できるよう、関係機関との連
携を強化し、適切な相談支援体
制を整備する必要がある。

自己評価：　〇

 ■発達に課題がある子どもへの相談支援体制の充実　（掲載ページ：P６６）
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取組内容

区民サービス課
文化振興・多文化共生
推進課

【区民サービス課】
　専門相談員を配置し、外国人相談窓
口を設置した。

【文化振興・多文化共生推進課】
 外国人相談窓口の周知を主管課と連
携して行った。

【区民サービス課】
　認知度が低いため、まだまだ利
用者が少ない。多くの外国人に
相談窓口を認知してもらうよう、
広報の仕方に工夫が必要であ
る。

【文化振興・多文化共生推進課】
 外国人人口の増加傾向を踏ま
え、今後も主管課と連携して取り
組む必要がある。

 ■外国人が安心して暮らすための相談体制の充実　（掲載ページ：P６７）

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

　認知症検診事業を実施し、早期から
の気づきと相談支援が受けられる体
制を整備している。若年性認知症に
ついては在宅療養推進係に相談窓口
を設置し、関係機関と連携しながら個
別支援を行っている。

　安定したサービスを提供するために、相談業
務に従事する職員を安定的に確保し、犯罪被害
者支援団体と連携を図るなど、相談支援体制を
強化します。

福祉推進課 自己評価：　〇 　安定的な支援が継続して行え
るよう、知識や経験を継承して
いく。

　専門研修や他機関との会議等に積
極的に参加し、その情報や知識、他機
関とのつながりを今後活用できるよ
う担当内で共有をし、体制強化を図っ
た。

■犯罪被害者等への相談支援体制の充実　（掲載ページ：P６７）

　外国人住民が地域で安心して生活を営めるよ
う、外国人相談窓口の設置を目指し、相談機能
の充実を図ります。

自己評価：　〇

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

所管

 ■認知症の人を支える地域の相談支援体制の充実　（掲載ページ：P６７）

今後の課題

　認知症検診モデル事業の実施などを通じて、
ＭＣＩ（軽度認知障害）の段階から適切な相談支
援が受けられる体制を整備します。
　さらに、若年性認知症専門の相談窓口にて相
談支援を行うとともに、伴走型支援の提供につ
いて検討、実施を目指します。

地域包括ケア推進課 自己評価：　〇 ・認知症検診事業ついては、対象
年齢を拡大し実施していく。また
検診後のフォロー体制について
整備していく。

・若年性認知症については、関係
機関と連携した相談支援を継続
していく。

今後の課題

令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価
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計画進捗管理シート

主な取組

■第三者評価受審の推進　（掲載ページ：P７０）

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　福祉サービスの改善や水準の向上を図り、区
民によるサービス選択に資するため、障害福祉
サービス事業所（日中活動系サービス、短期入
所）、障害児通所支援事業所及び介護サービス
事業所に対して第三者評価の受審費補助を行
い、受審の促進を図ります。

自己評価： 〇障害福祉課
介護保険課

※介護・高齢者支援課から
介護保険課へ名称変更

【障害福祉課】
　指定管理施設及び日中活動系サー
ビスにおいて、定期的な受審ができ
ており、民間事業所への補助を実施し
た。

【介護保険課】
　第三者評価又は運営推進会議等を
活用した評価が義務づけられている
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、
小規模多機能型居宅介護、看護小規
模多機能型居宅介護、認知症対応型
共同生活介護事業所と、第三者評価
受審が都補助の条件となっている特
別養護老人ホーム、義務付けのない
都市型経費老人ホームについて、第
三者評価の受審費用を助成し、受審
を促進した。

【障害福祉課】
　利用者家族がニーズに応じた
事業所の選択ができるよう、東
京都の制度に準じ、引き続き継
続していく必要がある。

【介護保険課】
　今後も、第三者評価等の実施
の普及啓発と受審費用助成の周
知により、受審促進を図る。

計画名称 地域福祉計画

施策 ８　適切な福祉サービス・医療を受けられる環境整備

目指すべき状態 地域における適切な福祉サービスや医療体制が整い、区民のすこやかな生活を支えています。

成果指標

1
介護や病気で療養が必要になっても、医療、介護サービスや地域の
見守り等の環境が整っていると思う区民の割合

データ出典 健康福祉に関する意識調査

実績把握頻度 ３年度毎

59.5% 71.5%

計画策定時
令和４年度

（2022年度）

目標値
令和１０年度
（20２８年度）

現状値
令和６年度

（2024年度）

ー
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障害福祉課

■福祉・介護人材の確保、育成、定着の取組の推進　（掲載ページ：P７０）

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

自己評価： 〇（１）関係機関との連携によるイベント等を通じ
たやりがいや魅力の発信等により、人材の確
保・定着を促します。

障害福祉課
介護保険課

※介護・高齢者支援課から
介護保険課へ名称変更

障害福祉課
介護保険課

※介護・高齢者支援課から
介護保険課へ名称変更

【障害福祉課】
　福祉の仕事の現場や魅力を広く
知ってもらうよう、東京都の福祉人材
情報バンクシステムのＨＰ「ふくむす
び」や、東京ハローワークの「人材確
保・就職支援コーナー」などのリンク
を区のＨＰに貼り周知した。

【介護保険課】
　中野区介護サービス事業所連絡会
と協力し、介護の日のイベント等での
介護のしごとの魅力発信や、入門的
研修の実施と修了者と区内事業所と
のおしごと相談会を実施し、人材確保
を支援した。

自己評価： 〇

【障害福祉課】
・つむぎなどの委託事業で、東京都障
害福祉サービス等職員居住支援特別
手当の実施による処遇改善を見込ん
だ予算を確保した。

・東京都相談支援従事者研修におけ
る地域実習の受け入れ先として区内
事業所の情報を提供したり、区内の
主任相談支援専門員に指導の依頼を
した。主任相談支援専門員の自主勉
強会を後方支援した。

・必要な知識や技能を有する居宅介
護従業者を養成するため、養成研修
事業を行う事業者に対して必要経費
を助成した。

【介護保険課】
　介護サービス事業所向け研修の実
施、初任者研修・実務者研修・生活援
助従事者研修の受講費用助成、介護
福祉士受験手数料助成により、人材
の定着、スキルアップを支援した。

（２）サービスの質の向上を図るため、現場の職
員のニーズを把握しながら、研修費用や資格試
験の受験費用を助成するなど、スキルアップに
つながる取組を実施します。

（３）障害者自立支援協議会の事業者連絡会に
おいて、事業者間の連携や情報交換、研修を継
続して推進します。

【障害福祉課】
　現場職員のさらなるスキルアッ
プにつながる取り組みを検討す
る必要がある。

【介護保険課】
　介護の仕事のやりがいや魅力
等を区民に広く理解してもらえ
るよう、マンガやインタビューを
掲載したパンフレットを作成す
る。

自己評価： 〇

　障害者自立支援協議会の事業者連
絡会においては、事業者間の連携や
情報交換、研修を継続できた。
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（１）江古田三丁目の区有地を活用して、令和９
年度（2027 年度）に身体障害者及び知的障害
者を対象とした地域生活支援拠点を整備しま
す。
　身体障害、知的障害、精神障害のそれぞれの
専門性による役割分担や、障害者相談支援事業
所との連携等、拠点が有機的に機能するための
仕組みを構築します。

　江古田三丁目重度障害者グ
ループホームの令和９年度中の
開設に向け、引き続き関係機関
と調整を図りながら着実に実施
していく必要がある。

（２）基幹相談支援センターや地域の相談支援機
関を中心に、関係機関等と連携やサービス調整
ができる体制を整備し、入所施設等からの地域
移行・地域定着に向けた、機能や連携を強化し
ます。

自己評価： 〇

自己評価： 〇

　江古田三丁目重度障害者グループ
ホームの基本設計は策定完了し、実施
設計を策定している。

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　精神科病院等の医療機関への訪問活動を継
続的に実施し、長期入院患者の実態把握とニー
ズの掘り起こしを行いながら、積極的に障害福
祉サービスの利用に結びつけるための支援に
取り組みます。
　また、精神障害のある人が地域の一員とし
て、安心して自分らしい暮らしをすることがで
きるよう、保健・医療・福祉関係者による協議の
場を活用し、課題の検討、情報共有を行いま
す。
　さらに、退院後の受け皿として、共同生活援助
の利用が見込まれる者の数を勘案し、生活基盤
の整備を進めます。

障害福祉課 自己評価： 〇 　障害者が地域で自立した生活
を送れるよう、共同生援助の基
盤整備を図っていく。

・地域移行・地域生活支援コーディ
ネーターを配置し、精神科病院を定期
的に訪問して入院患者と面会し、地域
移行の希望の掘り起こしや退院意欲
の喚起を行った。

・精神科病院の地域生活支援拠点事
業への理解を促進するため、中野区
民の入院者を多く有する精神科病院
を中心に説明の機会を設けた。

・第３期中野区地域精神保健連絡協
議会において、課題の検討や情報共
有が行われた。

・障害者自立支援協議会の地域生活
支援部会において地域移行の課題に
ついて検討した。

■障害者の地域生活を支える拠点整備　（掲載ページ：P７１）

　障害者自立支援協議会に新設され
た相談支援専門員連絡会の事務局と
して、地域移行も含め、相談支援専門
員のネットワークづくりや連携を推進
した。

障害福祉課

障害福祉課

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

自己評価： 〇 　施設申込み待機者の状況や、
各圏域での施設ニーズにも配慮
しながら、個別計画に基づいた
的確な整備誘導を行う必要があ
る。

　個別計画に基づいて地域密着型
サービス等運営事業者の公募を滞り
なく実施し、２法人を選定した。

■精神障害者の地域移行の推進と体制整備　（掲載ページ：P７０、７１）

■介護サービス基盤の整備　（掲載ページ：P７０）

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　高齢者の安定的な暮らしを継続するために、
地域に不足しているサービスを把握しながら、
施設整備と在宅サービスの充実を一体的に検
討します。
　特別養護老人ホームや認知症高齢者グループ
ホーム等の施設整備を検討するにあたり、現在
の需要数や地域のバランス等の把握だけでな
く、将来的な需要や既存施設のあり方も含めて
検討します。

地域活動推進課

※介護・高齢者支援課から
令和６年度に事務移管
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　引き続き、各在宅福祉サービス
体制を充実していく。

地域包括ケア推進課

障害福祉課

　健康危機管理機能、災害時保健医
療機能、医療連携機能、健康情報発信
機能の強化に向けた検討を実施し
た。

　関係機関との地域医療機能の
検討による地域での医療提供を
推進する。

・在宅療養において、在宅療養コー
ディネーターや地域包括支援センター
において関係機関と連携しながら相
談支援を行い、在宅療養生活の支援
を行っている。

・ACPについては、ACP講演会、支援
者向け研修会、パネル展示など通して
普及啓発を行った。

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

・在宅療養相談を継続するとと
もに、在宅療養および在宅医療・
介護における多様な課題につい
て、在宅療養推進協議会で検討
していく。

・区民や支援関係者に向けACP
の考え方の普及を継続してい
く。

　各在宅福祉サービスを継続して実
施した。

自己評価： 〇

　地域に密着した身近な医療を提供する診療所
と入院機能や高度医療を提供する病院等との
連携を推進します。医療機能の分担と円滑な入
院患者の受け入れを図り、医療連携を強化する
ことで、区民が必要な時に、疾病や症状に応じ
て身近な地域で、切れ目なく継続性のある適切
な医療が受けられる環境づくりを進めます。

保健企画課

■在宅療養の支援に向けた体制の強化　（掲載ページ：P７１）

　医療関係団体、関係機関、地域の専門家と連
携し、院内感染（医療関連感染）等の防止と感染
症対策に係る資質向上を図るため、地域感染症
対策ネットワークを構築し、情報共有等の機会
を充実します。

自己評価： 〇保健企画課
保健予防課 【保健企画課】

　地域感染症対策ネットワーク会議に
参加し、連携の強化を図った。

【保健予防課】
　感染症の発生に備えた実践型訓練
を、中野区医師会・医療機関等と実施
した。

【保健企画課】
　今後も新興感染症発生に備え
た、関係機関との連携強化を
図っていく。

【保健予防課】
　今後も中野区医師会・医療機関
等との実践型訓練を実施し、感
染症の拡大防止に備えていく。

■感染症対策における関係機関との連携強化（掲載ページ：P７２）

取組内容 所管
令和６（２０２４）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

自己評価： 〇

自己評価： 〇

■地域での医療提供の充実　（掲載ページ：P７１、７２）

（２）重度障害者等が在宅生活を継続できるよ
う、在宅療養体制を充実します。

（１）退院後等在宅での療養が必要となった場合
に、早期に必要なサービスが提供されるよう、
在宅療養コーディネーター（在宅療養相談窓口）
や地域包括支援センターが区民からの在宅療
養の相談の受付や関係機関との調整を行い、
在宅療養生活を支援します。
　また、本人の望む生活を支える仕組みづくり
を進めるために、ＡＣＰ（アドバンスケアプランニ
ング）の考え方の普及を図ります。
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